
弾道ミサイル発射等への学校の対応について

令和5年 6月 12 日

豊見城市教育委員会

□ 危機事象に備え、児童生徒への周知方法、職員役割分担、保護者への連絡体制を確認しておく。

□ 有事の際、状況に応じた適切な行動がとれるよう、事前に指導・訓練を実施する。

□ 本事象に係る児童生徒の出席等については生徒の不利益にならないよう柔軟に対応すること。
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□ 避難訓練の実施 「学校の危機管理マニュアル作成の手引き(文科省)」参照

□ 状況に応じた避難方法、避難場所等の確認（事前指導）

□ 児童生徒の安否確認方法や保護者引き渡しの方法についての確認

□ 教職員の役割分担の明確化

□ 学校内での伝達方法の確認（校内放送等）

□ 児童生徒、保護者等への連絡体制の確立（HP、学校一斉メール、LINE等）
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※ 上記対応は、Jアラートによる発信がなされた地域が対象となる。
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□ 行った対応の検証

□ 教職員間での情報共有

□ 学校危機管理マニュアルへの反映（見直し、追記等）

□ 継続的な児童生徒の心のケア

場面 ◆ 学校にいる場合 ◆ 登下校中の場合 ◆ 校外活動中の場合
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【避難行動指示】

○全校児童生徒への周知

避難行動指示（屋内、屋外）

・姿勢を低くし頭部を守る

・屋外の児童生徒は建物へ

避難する。

・屋内の児童生徒はできる

だけ窓から離れる。机の

下に入り頭部を守る。

【避難行動】

○登下校の際は、近くの建物

もしくは学校へ避難

・姿勢を低くし頭部を守る

○近くの大人へ助けを求め

る。

※登校前は、避難が解除にな

るまで自宅待機。

【避難行動指示】

○場所に応じた的確な避難

行動指示

・姿勢を低くし頭部を守る。

※計画の段階で危機事象を

想定した対応（避難場所、

情報伝達方法等）を決めて

おく。引率者は、携帯電話

等の情報が得られるツー

ルを常に携帯しておく。
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【避難行動解除】

○安全を確認し、授業再開

※児童生徒の状況確認、気持

ちを落ち着かせる。

【避難行動解除】

○安全を確認し、登校開始、

もしくは、そのまま下校

【避難行動解除】

○安全を確認し、活動再開

※児童生徒の状況確認、気持

ちを落ち着かせる。
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【避難行動の継続】

○状況に応じ、途中下校もし

くは、学校待機を判断、指

示する（保護者引き渡し等）

※臨時休業や始業終業時刻

の判断については、教育委

員会と協議の上決定する。

【避難行動の継続】

○職員は、安全を確認し通学

路の巡視、児童生徒の安否

確認を行う。

※臨時休業や始業終業時刻

の判断については、教育委

員会と協議の上決定する。

【避難行動の継続】

○活動を中止し、校長（教育

委員会）へ状況説明、以後

の対応を確認し指示。

※臨時休業や始業終業時刻

の判断については、教育委

員会と協議の上決定する。

⇒ ③領土領海に落下（避難解除の追加情報がない場合）は、①に同じ【避難行動継続】

⇒ ③領土領海に落下（避難解除の追加情報がある場合）は、②に同じ【避難行動解除】

※ 臨時休業や始業終業時刻の判断については、教育委員会と協議の上決定する。
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